
特許は出願しただけでは審査してもらえず、出願とは別に審査請求手続をしなければなり
ません。この手続は、出願から３年以内であれば何時でもすることができますので、出願
と同時にすることも、３年の期限ぎりぎりにすることもできます。いつ審査請求するかとい
う点は悩ましいところですが、事案のように製品への具体的な適用が未定な場合や、市場
が見通せない場合に、早期権利化のみを考えて慌てて審査請求すると、製品化がうまくい
かない場合や市場自体の成長が見込めない場合に、審査請求費用が無駄になってしまいま
す。また、後から見るともう少し広い権利が取得できたのにという場合や、開発した製品
をうまくカバーできていない場合も考えられます。状況によっては、審査請求を行わないこ
と（みなし取下げ）や、公開前に出願自体を取り下げてノウハウに切り換えるという選択
が好ましいケースもあります。

一方で、製品のライフサイクルが短い場合や、早い時期に競合他社から模倣品が出回る可
能性が高い場合などには、早期権利化により模倣を防ぐことが必要になります。その他に
も、早期審査制度を利用するなどして日本国内での権利化を早く進めて、外国での権利取
得手続きにうまく繋げていくような場合もあります。
このように、審査請求のタイミングは、必ずしも早ければよいというわけではありませんし、
かといって３年ぎりぎりまで待てばよいというわけでもありません。特許技術を適用した製
品開発の進み具合、市場の見通し、競合他社の状況など、事業を進める上での様々な要
素を勘案して判断する必要があります。

Ａ社の社長は、自社製品に関して、ある技術的なアイデアを思いついた。具体的な製品への適用には数年の開発期間が必要と考え
られたが、特許は早い者勝ちと聞いていたので、直ちに特許出願するとともに、権利化も早いに越したことはないと考えて、出願と
同時に審査請求した。その後、順調に審査が進み、無事に特許が認められた。一方、特許技術を具体的な製品に適用するため開発
を進めたところ、特許技術に起因した新たな技術的問題が生じてしまった。その解決のためには高コストの部品を使用しなければ
ならず、特許技術を適用した製品は、コスト面から市場に受け入れられる可能性が低くなってしまった。

講師用テキスト

審査請求のタイミングを市場状況や事業展開と合せた検討が大切であることを理解

67
ロボット開発に関する部品のアイデアを思いついた
社長！特許取得と同時に審査請求をすることに！
特許も取得し、ロボットが開発できたものの、
ロボットの価格が ?！ 何がいけなかったの ?！

この動画のおさらい

特許出願を審査請求
する時の落とし穴

信末 孝之
弁理士

信末特許事務所
特許・実用新案・意匠・商標の権利化
や侵害問題に精通。企業の知的財産戦
略策定の支援も行う。技術分野は、生
活用品、一般機械、運輸、土木建築、
制御、メカトロ、コンピューター ( ハー
ド )、ソフト、情報処理、通信、電気・
電子回路、ビジネスモデルなど。



1. 早い時期に審査請求をするメリットは何でしょうか

2. 早い時期に審査請求をするリスクは何でしょうか

3.審査請求する適切なタイミングはいつでしょうか？

スタディーケースについて
以下の設問について考察しましょう。

M E M O

考察

→早期に特許権を取得できれば、権利行使可能な状態にすることができ、侵害品を排除できる。
→早期に権利化して、「特許取得品」などといった商品（自社の技術力）のアピールに使用することができる。
→他社類似品が上市される前に権利範囲が確定すると、
　他社が特許権を回避するための検討時間を取ることができ、他社の製品化を遅らせることができる。

→他社類似品が上市される前に権利が確定すると、他社類似品を権利範囲に含めるような補正や分割出願が不可能となる。
→改良技術を特許明細書には記載していたのに、権利範囲に含まれない状態で権利が確定すると、
　改良技術を使った製品の保護が手薄になる。
→権利を取得した製品が思うように売れず、権利取得のコストが無駄になる。
→権利範囲を広くできたことに審査請求後に気づいて、補正や分割出願等の権利取得のためのコストが余分にかかる。

→マーケティング状況を見て市場の独占や他社との提携のため権利化が必要とされるとき。
→特許取得の目的（商品のアピールを重視するのか、模倣品対策を重視するのか等）によって審査請求のタイミングは異なる。
→例えば、模倣品対策を重視する場合の手順・タイミングとして、模倣品が出た段階で、
　その模倣品に対して権利行使できるように権利化をして（必要に応じて分割出願をして）、早期審査を請求する。



この動画のおさらい

受 講者用テキスト

Ａ社の社長は、自社製品に関して、ある技術的なアイデアを思いついた。具体的な製品への適用には数年の開発期間が必要と考え
られたが、特許は早い者勝ちと聞いていたので、直ちに特許出願するとともに、権利化も早いに越したことはないと考えて、出願と
同時に審査請求した。その後、順調に審査が進み、無事に特許が認められた。一方、特許技術を具体的な製品に適用するため開発
を進めたところ、特許技術に起因した新たな技術的問題が生じてしまった。その解決のためには高コストの部品を使用しなければ
ならず、特許技術を適用した製品は、コスト面から市場に受け入れられる可能性が低くなってしまった。
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特許出願を審査請求
する時の落とし穴
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考察 スタディーケースについて
以下の設問について考察してください。

M E M O

1.早い時期に審査請求をするメリットは何でしょうか

2.早い時期に審査請求をするリスクは何でしょうか

3.審査請求する適切なタイミングはいつでしょうか？

（参考事例）早期に特許権を取得できれば、権利行使可能な状態にすることができ、侵害品を排除できる。

（参考事例）他社類似品が上市される前に権利が確定すると、他社類似品を権利範囲に含めるような
　　　　　 補正や分割出願が不可能となる。

（参考事例）マーケティング状況を見て市場の独占や他社との提携のため権利化が必要とされるとき。


